
令和２年５月１８日
保護者各位

柳津町立柳津小学校長 星 潔

新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う臨時休業終了のお知らせについて

日頃より本校教育活動にご協力いただき、ありがとうございます。
さて、報道等でご存じのように、新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う臨時休業

の終了が県教育委員会等の関係機関より発表されました。
つきましては、町教育委員会の指導のもと、学校では、下記の通り対応させていただ

きますのでよろしくお願い申し上げます。
なお必要に応じて学校より保護者の皆様へ安心メールの配信・電話等で緊急の連絡を

させていただくこともありますので、随時確認いただきますようお願いいたします。ま
たこれまで通り、うがい、手洗い、検温、不要の外出をしない等、ご家庭におけるお子
様方への安全指導をよろしくお願い申し上げます。

記

１学校再開日

令和２年５月２５日（月）～

２臨時休業中の登校日について

５月１８日（月）２０日（水）２１日（木）２２日（金）
※下校時刻 １３:２０（全学年）

給食ありです。
５月１９日（火）は臨時休業日となります。

３学校再開日からの教育活動
〇５月２５日（月）から２９日（金）までは全学年１５：２０の下校となります。
〇６月 １日（月）からは通常の教育活動を再開いたします。
〇学校では今まで通り以下の点に気を付けて教育活動を再開いたします。

① 基本的な感染症対策の徹底
・家庭と連携した検温及び風邪の症状の確認の徹底
・校内でのこまめな手洗いや「うたしてマスか」（うがい、体温計測、消毒、手
洗い、マスク、換気）の徹底
・多くの児童の触れる場所等の消毒
・児童と教職員のマスク着用

② ３つの密の回避
・教室等の換気の実施
・できるだけ広くした座席の間隔の設定
・狭い空間で、長時間、密集しての活動の制限
・間隔を取り同方向を向いての食事＜食堂（１～４年）教室（５，６年）＞

４保護者の皆様へのお願い

・毎朝検温を行ってください。
・体調が悪い場合は、無理をして登校せず自宅で静養してください。特に、毎朝の
検温で、熱が３７．０℃を超えた場合は、登校前に必ず学校までご連絡いただきま
すようお願いいたします。また、３７．５℃以上の場合は欠席させていただきます
ようお願いいたします。なおこの場合は欠席日数とはせずに、出席停止として扱い
ます。
・徒歩・バス通学児童共に、全員がマスクを着用して登校させてください。
・町内や学校（児童生徒及び保護者、教職員）に新型コロナウイルス感染者が出た
場合には状況を確認して臨時休業措置を行う場合があります。同居のご家族が感染
した場合、児童や家族が濃厚接触者となった場合も学校までご連絡ください。
・感染が広がっている地域には可能な限り外出しないようお願いいたします。

（事務担当 柳津小学校 教頭 横山晴彦 ４２－２２３７）


